
実施事業：通所介護、介護予防日常生活支援総合事業、日中一時支援、宿泊サービス

利用対象：要支援１・２、要介護１～５、障がい者手帳をお持ちの方

対象の方が、ご利用いただけます。

利用定員：２５名 （宿泊定員：９名）

営業日 ：毎日（12/31～1/2の３日間を除く）

湯梨浜みのり
デイサービスセンター

〒689-0736 鳥取県東伯郡湯梨浜町門田196-2

お申込・お問合せは、お電話で…
どんなことでもお気軽にご相談ください

0858-48-6188
湯梨浜みのりデイサービスセンター

社会福祉法人みのり福祉会

送迎：北栄町・倉吉市・湯梨浜町・琴浦町・三朝町
身体の不自由な方も乗り降りの楽な専用車で

ご自宅まで送迎致します。
介助：必要に応じて、移乗・食事・入浴・トイレ

更衣・歩行等の介助を行います。

湯梨浜町・北栄町・琴浦町・三朝町・倉吉市 宿泊：デイサービスをご利用された方に限ります。
宿泊定員は９名までとさせていただきます。

自費利用：限度額オーバーの方は自費での利用が
可能です。

無料体験利用は

２回まで
お試しください♪

※お泊まり体験はありません

サービス内容 保険外サービス

湯梨浜みのりでの一日の流れ

８：１０～

９：３０～

１１：００～

１２：００～

１４：００～

１５：００～

送迎サービス：ご自宅へお迎えに伺います。
健康チェック：看護師による血圧・脈拍・体温測定を

行います。

入浴サービス：スタッフがお手伝いをさせていただきます。
足湯サービス：入浴日ではない方に足湯を提供します。
個 別 体 操：ご利用者様と一緒に体操メニューを考えます。

午前の体操：ラジオ体操・転倒予防体操を行い全身を動かし
ていきます。また、昼食前にはムセ込み軽減や
唾液分泌促進を促す嚥下体操を行います。

（外食外出の場合もあります）

昼 食：旬の食材を取り入れた献立を提供します。
食事制限のある方やトロミ、お粥、ミキサー等の

様々な形態が必要な方も対応させていただきます。

レク活動：準備運動後は楽しみながら身体を動かせる
ゲーム等を行います。また臨床美術や菜園活動
など日によって様々なプログラムがあります。

おやつ・喫茶：行事に合わせたおやつや手作りのおやつを
楽しんでいただけます。

１６：００～ 送迎サービス：デイサービスセンターを出発



湯梨浜みのり

介護サービス

ご利用料金

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金か
ら介護保険給付費額を除いた金額（自己負担金）をお支払いください。

利用料は、負担割合によりサービスにかかる費用が異なります。負担割合
証のとおり1割～３割を自己負担していただきます。

○基本料金（日額）

利用時間 2時間以上 ３時間以上 ４時間以上 ５時間以上 ６時間以上 ７時間以上

介護度 3時間未満 ４時間未満 ５時間未満 ６時間未満 ７時間未満 ８時間未満

２７０円 ３６８円 ３８６円 ５６７円 ５８１円 ６５５円

３０９円 ４２１円 ４４２円 ６７０円 ６８６円 ７７３円

３５０円 ４７７円 ５００円 ７７３円 ７９２円 ８９６円

３９０円 ５３０円 ５５７円 ８７６円 ８９７円 １，０１８円

４３０円 ５８５円 ６１４円 ９７９円 １，００３円 １，１４２円

○加算料金

○加算料金

○その他

〇宿泊サービスにかかる料金　①＋②＋③（１泊あたり）　宿泊のみのご利用はできません。

段　階 利用料①

1 １，８００円

2 ２，０００円

食事代② 消耗品③ 実費

※この料金表は１割負担の方の場合です。その他の方は自己負担割合に応じた金額となります。

対　象　者

公的年金等収入額（遺族年金・障がい者年金を除く）が１２５万円以下の方

公的年金等収入額（遺族年金・障がい者年金を除く）が１２５万円以上の方

朝食代　　３００円　　　夕食代　　４００円

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 　ご利用合計金額の５．９％

　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 　ご利用合計金額の１．２％

食事代 ５００円　/回

　同一建物減算（週に２回程度） ▲７５２円　/月 　同一建物である宿泊サービス利用の方

　科学的介護推進体制加算 ４０円　/月
PDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）の推進と

ケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算

　サービス提供体制加算Ⅱ(週に1回程度) ７２円　/月 　職員体制
　介護福祉士を５０％以上配置　サービス提供体制加算Ⅱ(週に2回程度) １４４円　/月

　同一建物減算（週に１回程度） ▲３７６円　/月 　同一建物である宿泊サービス利用の方

週に２回程度 要支援２
　１回　　　　　　　　　　　　３９５円

　１ヶ月９回以上　　　　　３，４２８円

加算項目 利用料 備考

利用回数 介護度 利用料

週に1回程度
事業対象者 　１回　　　　　　　　　　　　３８４円

要支援１ 　１ヶ月５回以上　　　　　１，６７２円

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 　ご利用合計金額の５．９％

　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 　ご利用合計金額の１．２％

《 介護予防日常生活支援総合事業 通所介護相当サービス 》
○基本料金

　科学的介護推進体制加算 ４０円　/月
PDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）の推進と

ケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算

　送迎減算 ▲４７円　/片道 　事業所が送迎しない場合の片道減算

　入浴介助加算（Ⅰ）（Ⅱ） （Ⅰ）４０円（Ⅱ）５５円　/日 　入浴利用の場合

　サービス提供体制強化加算Ⅱ １８円　/日 　職員体制　介護福祉士を５０％以上配置

要介護３

要介護４

要介護５

加算項目 利用料 備考

《 通 所 介 護 》

要介護１

要介護２


